
　
　
　
目
　
　
次
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示
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害
な
興
行
の
指
定
（
三
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・
県
民
安
全
課
）…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
指
定

　

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
（
三
三
五
・
障
が
い
福
祉
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
指
定

　

自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
（
三
三
六
・
同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

○
漁
船
保
険
義
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入
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届
出
（
三
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・
水
産
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

公
　
告

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　

定
（
Ｄ
Ｘ
推
進
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　

定
（
文
化
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（

　

県
立
病
院
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　

定
（
同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（

　

流
通
販
売
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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農
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総
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事
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
五
件
・
丹
南
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
五
件
・
同
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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○
公
共
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…
…
…
…
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…
…
…
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令 和 ５ 年
８月 15 日（火）

告
　
　
　
　
　
示

福
井
県
告
示
第
３
３
４
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発

　
　
　
　
　
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
５
年
８
月
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
３
５
号

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）
第
５
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
６
９
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

種
別

映
画

映
画

映
画

二
人
静
か

マ
イ
マ
ザ
ー
ズ
ア
イ
ズ

熟
女
け
も
の
み
ち

冒
険
王

〈
イ
ン
タ
ー
フ
ィ
ル
ム
〉

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
フ
ィ
ル
ム

珠
組

〈
新
東
宝
映
画
〉

題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名
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福
井
県
告
示
第
３
３
６
号

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）
第
６
４
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
６
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
３
７
号

　
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８
号
）
第
１
１
２
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
１
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と

認
め
た
の
で
、
同
法
第
１
１
２
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
越
前
町
加
入
区

担
当
す
る

自
立
支
援
医

療
の
種
類

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

精
神
通
院

医
療

ケ
ア
パ
イ
プ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

福
井
市
板
垣
４
丁
目
６
０
２
　

SH
IRA
K
A
BA
　
１
０
５
号
室

株
式
会
社
LiA
ccom

pany
代
表
取
締
役
　
曽
我
　
大
翔

令
和
５
年
８
月
１
日

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
若
水
２
－
３
－
４

名
称

所
在
地

開
設
者
氏
名
ま
た
は
名
称

代
表
者
氏
名

開
設
者
住
所

指
定
日

担
当
す
る

自
立
支
援
医

療
の
種
類

病
院
ま
た
は
診
療
所

精
神
通
院

医
療

医
療
法
人
　
安
川
病
院

福
井
市
大
和
田
２
丁
目
１
０
８

安
川
　
繁
博

－
令
和
５
年
８
月
１
日

福
井
市
大
和
田
２
丁
目
１
０
８

名
称

所
在
地

開
設
者
氏
名
ま
た
は
名
称

代
表
者
氏
名

開
設
者
住
所

指
定
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

担
当
す
る

自
立
支
援
医
療

の
種
類

精
神
通
院

医
療

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
所
在
地
ラ
イ
ジ
ン
グ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
小
浜
市
湊
第
９
号
３
６
番
地

小
浜
市
湊
第
９
号
３
６
番
地

小
浜
市
大
手
町
５
番
１
０
号

芝
田
ビ
ル
２
－
２

変
更
内
容

名
称

所
在
地

新
旧
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
M
ail、

D
N
Sサ
ー
バ
、
U
T
M
機
器
類
の
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
－
５

５
　
落
札
金
額

　
　
３
２
，
７
８
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
音
楽
堂
大
ホ
ー
ル
照
明
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
交
流
文
化
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
局
文
化
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
３
日

公
　
　
　
　
　
告

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
Ｅ
Ｗ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
中
部
支
店

　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
２
丁
目
７
－
５
５

５
　
落
札
金
額

　
　
１
９
５
，
４
７
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
Ⅹ
線
Ｃ
Ｔ
診
断
シ
ス
テ
ム
の
Ｘ
線
管
球
交
換
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ミ
タ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
４
丁
目
９
０
１
番
地

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
３
，
９
９
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
に
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
病
院
患
者
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
２
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
番
５
号

５
　
落
札
金
額

　
　
８
１
，
５
８
７
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
「
食
の
國
ふ
く
い
グ
ル
メ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
仮
称
）
」
お
よ
び
「
ふ
く
い
秋
の
味
覚
月
間
」
開
催

　
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
流
通
販
売
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
０
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
福
井
放
送
株
式
会
社

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
２
－
５
１
０

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
１
，
０
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
の
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坪
江
釼
岳
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
６
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

監
事
　
長
谷
川
昭
一
　
あ
わ
ら
市
北
疋
田
17-10

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
小
泉
　
有
良
　
越
前
市
大
塩
町
19-29

　
〃
　
　
高
山
　
弘
和
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
中
垣
　
政
則
　
越
前
市
上
小
松
町
14-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
道
夫
　
越
前
市
上
小
松
町
17-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
長
田
　
等
三
　
越
前
市
西
尾
町
41-35

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
〃
　
　
矢
敷
　
和
夫
　
越
前
市
村
国
2丁
目
8-13

　
〃
　
　
宮
本
　
幸
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
15-42

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39　

　
〃
　
　
宇
野
　
英
治
　
越
前
市
押
田
2丁
目
5-58

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
上
木
　
　
巧
　
越
前
市
高
木
町
39-11

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
坂
崎
吉
三
郎
　
越
前
市
押
田
1丁
目
1-15　

　
〃
　
　
塚
崎
　
清
計
　
越
前
市
高
木
町
40-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
笠
嶋
　
治
和
　
越
前
市
大
塩
町
10-13

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
小
泉
　
有
宏
　
越
前
市
大
塩
町
19-24

　
〃
　
　
高
山
　
浩
明
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

　
〃
　
　
中
垣
　
義
明
　
越
前
市
上
小
松
町
15-18

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
敏
樹
　
越
前
市
上
小
松
町
16-15

　
〃
　
　
近
藤
　
敏
勝
　
越
前
市
余
田
町
35-32

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
高
島
　
建
己
　
越
前
市
西
尾
町
45-82

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
堀
井
　
敬
三
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-42

　
〃
　
　
稲
本
　
穣
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-17

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
畠
中
　
　
孝
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-2

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39

　
〃
　
　
青
山
　
義
純
　
越
前
市
押
田
2丁
目
4-51

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
繁
喜
　
越
前
市
村
国
4丁
目
1-1

　
〃
　
　
上
木
　
勝
雄
　
越
前
市
高
木
町
54-10

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
尾
熨
斗
憲
一
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-17　

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
吉
田
　
　
守
　
越
前
市
稲
寄
町
12-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
７
月
１
８
日
に
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公

共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
４
月
５
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
M
ail、

D
N
Sサ
ー
バ
、
U
T
M
機
器
類
の
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
－
５

５
　
落
札
金
額

　
　
３
２
，
７
８
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
音
楽
堂
大
ホ
ー
ル
照
明
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
交
流
文
化
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
局
文
化
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
３
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
Ｅ
Ｗ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
中
部
支
店

　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
２
丁
目
７
－
５
５

５
　
落
札
金
額

　
　
１
９
５
，
４
７
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
Ⅹ
線
Ｃ
Ｔ
診
断
シ
ス
テ
ム
の
Ｘ
線
管
球
交
換
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ミ
タ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
４
丁
目
９
０
１
番
地

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
３
，
９
９
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
に
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
病
院
患
者
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
２
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
番
５
号

５
　
落
札
金
額

　
　
８
１
，
５
８
７
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
「
食
の
國
ふ
く
い
グ
ル
メ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
仮
称
）
」
お
よ
び
「
ふ
く
い
秋
の
味
覚
月
間
」
開
催

　
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
流
通
販
売
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
０
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
福
井
放
送
株
式
会
社

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
２
－
５
１
０

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
１
，
０
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
の
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坪
江
釼
岳
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
６
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

監
事
　
長
谷
川
昭
一
　
あ
わ
ら
市
北
疋
田
17-10

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
小
泉
　
有
良
　
越
前
市
大
塩
町
19-29

　
〃
　
　
高
山
　
弘
和
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
中
垣
　
政
則
　
越
前
市
上
小
松
町
14-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
道
夫
　
越
前
市
上
小
松
町
17-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
長
田
　
等
三
　
越
前
市
西
尾
町
41-35

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
〃
　
　
矢
敷
　
和
夫
　
越
前
市
村
国
2丁
目
8-13

　
〃
　
　
宮
本
　
幸
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
15-42

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39　

　
〃
　
　
宇
野
　
英
治
　
越
前
市
押
田
2丁
目
5-58

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
上
木
　
　
巧
　
越
前
市
高
木
町
39-11

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
坂
崎
吉
三
郎
　
越
前
市
押
田
1丁
目
1-15　

　
〃
　
　
塚
崎
　
清
計
　
越
前
市
高
木
町
40-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
笠
嶋
　
治
和
　
越
前
市
大
塩
町
10-13

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
小
泉
　
有
宏
　
越
前
市
大
塩
町
19-24

　
〃
　
　
高
山
　
浩
明
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

　
〃
　
　
中
垣
　
義
明
　
越
前
市
上
小
松
町
15-18

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
敏
樹
　
越
前
市
上
小
松
町
16-15

　
〃
　
　
近
藤
　
敏
勝
　
越
前
市
余
田
町
35-32

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
高
島
　
建
己
　
越
前
市
西
尾
町
45-82

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
堀
井
　
敬
三
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-42

　
〃
　
　
稲
本
　
穣
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-17

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
畠
中
　
　
孝
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-2

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39

　
〃
　
　
青
山
　
義
純
　
越
前
市
押
田
2丁
目
4-51

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
繁
喜
　
越
前
市
村
国
4丁
目
1-1

　
〃
　
　
上
木
　
勝
雄
　
越
前
市
高
木
町
54-10

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
尾
熨
斗
憲
一
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-17　

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
吉
田
　
　
守
　
越
前
市
稲
寄
町
12-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
７
月
１
８
日
に
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公

共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
４
月
５
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
M
ail、

D
N
Sサ
ー
バ
、
U
T
M
機
器
類
の
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
－
５

５
　
落
札
金
額

　
　
３
２
，
７
８
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
音
楽
堂
大
ホ
ー
ル
照
明
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
交
流
文
化
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
局
文
化
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
３
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
Ｅ
Ｗ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
中
部
支
店

　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
２
丁
目
７
－
５
５

５
　
落
札
金
額

　
　
１
９
５
，
４
７
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
Ⅹ
線
Ｃ
Ｔ
診
断
シ
ス
テ
ム
の
Ｘ
線
管
球
交
換
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ミ
タ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
４
丁
目
９
０
１
番
地

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
３
，
９
９
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
に
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
病
院
患
者
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
２
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
番
５
号

５
　
落
札
金
額

　
　
８
１
，
５
８
７
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
「
食
の
國
ふ
く
い
グ
ル
メ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
仮
称
）
」
お
よ
び
「
ふ
く
い
秋
の
味
覚
月
間
」
開
催

　
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
流
通
販
売
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
０
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
福
井
放
送
株
式
会
社

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
２
－
５
１
０

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
１
，
０
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
の
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坪
江
釼
岳
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
６
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

監
事
　
長
谷
川
昭
一
　
あ
わ
ら
市
北
疋
田
17-10

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
小
泉
　
有
良
　
越
前
市
大
塩
町
19-29

　
〃
　
　
高
山
　
弘
和
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
中
垣
　
政
則
　
越
前
市
上
小
松
町
14-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
道
夫
　
越
前
市
上
小
松
町
17-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
長
田
　
等
三
　
越
前
市
西
尾
町
41-35

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
〃
　
　
矢
敷
　
和
夫
　
越
前
市
村
国
2丁
目
8-13

　
〃
　
　
宮
本
　
幸
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
15-42

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39　

　
〃
　
　
宇
野
　
英
治
　
越
前
市
押
田
2丁
目
5-58

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
上
木
　
　
巧
　
越
前
市
高
木
町
39-11

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
坂
崎
吉
三
郎
　
越
前
市
押
田
1丁
目
1-15　

　
〃
　
　
塚
崎
　
清
計
　
越
前
市
高
木
町
40-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
笠
嶋
　
治
和
　
越
前
市
大
塩
町
10-13

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
小
泉
　
有
宏
　
越
前
市
大
塩
町
19-24

　
〃
　
　
高
山
　
浩
明
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

　
〃
　
　
中
垣
　
義
明
　
越
前
市
上
小
松
町
15-18

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
敏
樹
　
越
前
市
上
小
松
町
16-15

　
〃
　
　
近
藤
　
敏
勝
　
越
前
市
余
田
町
35-32

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
高
島
　
建
己
　
越
前
市
西
尾
町
45-82

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
堀
井
　
敬
三
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-42

　
〃
　
　
稲
本
　
穣
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-17

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
畠
中
　
　
孝
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-2

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39

　
〃
　
　
青
山
　
義
純
　
越
前
市
押
田
2丁
目
4-51

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
繁
喜
　
越
前
市
村
国
4丁
目
1-1

　
〃
　
　
上
木
　
勝
雄
　
越
前
市
高
木
町
54-10

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
尾
熨
斗
憲
一
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-17　

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
吉
田
　
　
守
　
越
前
市
稲
寄
町
12-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
７
月
１
８
日
に
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公

共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
４
月
５
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
M
ail、

D
N
Sサ
ー
バ
、
U
T
M
機
器
類
の
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
－
５

５
　
落
札
金
額

　
　
３
２
，
７
８
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
音
楽
堂
大
ホ
ー
ル
照
明
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
交
流
文
化
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
局
文
化
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
３
日

令
和
五
年
八
月
十
五
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
Ｅ
Ｗ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
中
部
支
店

　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
２
丁
目
７
－
５
５

５
　
落
札
金
額

　
　
１
９
５
，
４
７
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
Ⅹ
線
Ｃ
Ｔ
診
断
シ
ス
テ
ム
の
Ｘ
線
管
球
交
換
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ミ
タ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
４
丁
目
９
０
１
番
地

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
３
，
９
９
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
に
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
病
院
患
者
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
２
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
番
５
号

５
　
落
札
金
額

　
　
８
１
，
５
８
７
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
「
食
の
國
ふ
く
い
グ
ル
メ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
仮
称
）
」
お
よ
び
「
ふ
く
い
秋
の
味
覚
月
間
」
開
催

　
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
流
通
販
売
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
０
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
福
井
放
送
株
式
会
社

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
２
－
５
１
０

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
１
，
０
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
の
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坪
江
釼
岳
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
６
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

監
事
　
長
谷
川
昭
一
　
あ
わ
ら
市
北
疋
田
17-10

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
小
泉
　
有
良
　
越
前
市
大
塩
町
19-29

　
〃
　
　
高
山
　
弘
和
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
中
垣
　
政
則
　
越
前
市
上
小
松
町
14-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
道
夫
　
越
前
市
上
小
松
町
17-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
山
本
　
八
郎
　
越
前
市
大
塩
町
8-18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
長
田
　
等
三
　
越
前
市
西
尾
町
41-35

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
中
野
　
昭
一
　
越
前
市
村
国
1丁
目
2-26

　
〃
　
　
矢
敷
　
和
夫
　
越
前
市
村
国
2丁
目
8-13

　
〃
　
　
宮
本
　
幸
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
15-42

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39　

　
〃
　
　
宇
野
　
英
治
　
越
前
市
押
田
2丁
目
5-58

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
上
木
　
　
巧
　
越
前
市
高
木
町
39-11

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
坂
崎
吉
三
郎
　
越
前
市
押
田
1丁
目
1-15　

　
〃
　
　
塚
崎
　
清
計
　
越
前
市
高
木
町
40-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
江
ノ
西
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
王
子
保
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
吉
田
三
千
寛
　
越
前
市
大
塩
町
19-34-5

　
〃
　
　
小
泉
　
良
男
　
越
前
市
大
塩
町
15-4-3

　
〃
　
　
笠
嶋
　
治
和
　
越
前
市
大
塩
町
10-13

　
〃
　
　
山
影
　
浩
一
　
越
前
市
大
塩
町
12-22-1

　
〃
　
　
小
泉
　
有
宏
　
越
前
市
大
塩
町
19-24

　
〃
　
　
高
山
　
浩
明
　
越
前
市
大
塩
町
25-28

　
〃
　
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
〃
　
　
山
本
　
富
夫
　
越
前
市
国
兼
町
26-4

　
〃
　
　
出
口
二
三
夫
　
越
前
市
国
兼
町
15-9

　
〃
　
　
桑
原
　
嘉
紀
　
越
前
市
国
兼
町
17-12

　
〃
　
　
宮
川
　
　
清
　
越
前
市
国
兼
町
9-30

　
〃
　
　
出
口
　
秀
夫
　
越
前
市
国
兼
町
9-13

　
〃
　
　
水
上
　
博
美
　
越
前
市
上
小
松
町
15-11

　
〃
　
　
中
垣
　
義
明
　
越
前
市
上
小
松
町
15-18

監
　
事
　
小
泉
　
　
博
　
越
前
市
大
塩
町
23-23

　
〃
　
　
冨
田
　
　
隆
　
越
前
市
国
兼
町
11-17

　
〃
　
　
飯
塚
　
敏
樹
　
越
前
市
上
小
松
町
16-15

　
〃
　
　
近
藤
　
敏
勝
　
越
前
市
余
田
町
35-32

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
広
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
高
橋
　
茂
則
　
越
前
市
国
兼
町
29-2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
味
真
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
高
島
　
建
己
　
越
前
市
西
尾
町
45-82

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
龍
ヶ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
堀
井
　
敬
三
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-42

　
〃
　
　
稲
本
　
穣
治
　
越
前
市
村
国
2丁
目
7-17

　
〃
　
　
村
上
　
重
明
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-9

　
〃
　
　
畠
中
　
　
孝
　
越
前
市
村
国
3丁
目
3-2

　
〃
　
　
北
畑
　
丈
助
　
越
前
市
村
国
4丁
目
2-5-2

　
〃
　
　
吉
田
　
匡
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
10-13

　
〃
　
　
吉
田
　
安
宏
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-1

　
〃
　
　
山
下
　
　
収
　
越
前
市
押
田
1丁
目
14-39

　
〃
　
　
青
山
　
義
純
　
越
前
市
押
田
2丁
目
4-51

　
〃
　
　
北
畑
　
孝
一
　
越
前
市
馬
上
免
町
1-6-2

　
〃
　
　
北
畑
　
繁
喜
　
越
前
市
村
国
4丁
目
1-1

　
〃
　
　
上
木
　
勝
雄
　
越
前
市
高
木
町
54-10

　
〃
　
　
清
水
　
孝
一
　
越
前
市
高
木
町
40-2

監
　
事
　
稲
　
　
総
一
　
越
前
市
村
国
3丁
目
55-1

　
〃
　
　
尾
熨
斗
憲
一
　
越
前
市
国
高
3丁
目
12-17　

　
〃
　
　
北
畑
　
吉
弘
　
越
前
市
馬
上
免
町
6-5

　
〃
　
　
吉
田
　
　
守
　
越
前
市
稲
寄
町
12-3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
７
月
１
８
日
に
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公

共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
８
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
４
月
５
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町


